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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼を測定する測定部を有する眼科装置であって、
　前記測定部は、
近赤外光が照射された前記被検眼からの戻り光に基づいて指標像を撮影する指標像撮影手
段と、
　スリット光が照射された前記被検眼からの戻り光に基づいてスリット像を撮影するスリ
ット像撮影手段と、
　前記指標像及び前記スリット像を用いて、前記被検眼に対する当該測定部の位置を調整
する調整手段と、を備え、
　前記調整手段は、
　前記指標像を用いて前記被検眼に対する当該測定部の位置を調整した後、
　前記スリット像の前記スリット像撮影手段の中心位置からのずれ量を検出し、
　前記スリット像のずれ量に予め対応付られた前記指標像のずらし量に基づいて、
　前記被検画と当該測定部との距離を調整することを特徴とする眼科装置。
【請求項２】
　前記調整手段は、前記スリット像のずれ量をなくすように、前記被検眼と当該測定部と
の距離を調整することを特徴とする請求項１に記載の眼科装置。
【請求項３】
　前記スリット光は可視光であることを特徴とする請求項１又は２に記載の眼科装置。
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【請求項４】
　不可視の波長を有する不可視光を発する第一のアライメント光源と、
　前記不可視光を被検眼角膜に照射することで得られる輝点像を撮像する第一の撮像手段
と、
　可視の波長を有する可視光を発する第二のアライメント光源と、
　前記可視光を被検眼に照射することで得られる散乱像を撮像する第二の撮像手段と、か
らなる測定部を備えた眼科装置であって、
　前記輝点像の前記第一の撮像手段における第一の撮像座標位置を検出し、前記第一の撮
像座標位置が予め定められた輝点像座標位置になるように、前記被検眼に対する前記測定
部の位置をアライメントする第一の制御手段と、
　前記散乱像の前記第二の撮像手段における第二の撮像座標位置を検出し、前記第二の撮
像座標位置と所定の散乱像座標位置とのずれから光軸方向のアライメントずれ量を算出し
、前記アライメントずれ量をなくすために前記輝点像のずらし量を算出する算出手段と、
　前記輝点像のずらし量に基づいて前記予め定められた輝点像座標位置を変更し、前記第
一の撮像座標位置が前記変更された輝点像座標位置と一致するように前記被検眼に対する
前記測定部の位置をアライメントする第二の制御手段と、を有することを特徴とした眼科
装置。
【請求項５】
　前記第一のアライメント光源は眼圧測定用光源であることを特徴とした請求項４に記載
の眼科装置。
【請求項６】
　前記第二のアライメント光源は角膜厚測定光源であることを特徴とした請求項４又は５
に記載の眼科装置。
【請求項７】
　前記光軸方向のアライメントずれ量と、前記輝点像のずらし量と、の関係をテーブルと
して記憶する第一の記憶手段を有し、
　前記算出手段は、前記テーブルに基づいて前記輝点像のずらし量を算出することを特徴
とした請求項４又は５に記載の眼科装置。
【請求項８】
　前記輝点のずらし量を被検者のIDに関連付けて記憶する第二の記憶手段を有し、
　前記第二の制御手段は前記輝点像のずらし量に基づいて前記変更された輝点像座標位置
を求める際に、前記第二の記憶手段に記憶された前記輝点像のずらし量を用いることを特
徴とした請求項４乃至７の何れか一項に記載の眼科装置。
【請求項９】
　前記光軸方向のアライメントずれ量から被検者の角膜曲率半径を算出することを特徴と
した請求項４乃至８の何れか一項に記載の眼科装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は眼科装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　鮮明な角膜の像に基づいて角膜厚を精度よく測定するために被検眼角膜と測定部とのア
ライメントを正確に行う必要がある。
【０００３】
　特許文献１では被検眼に対してアライメント用指標を被検眼に対向する測定部の光軸に
沿って照射するとともに、光軸外に設けられた２つの前眼観察用照明光源により角膜を照
射している。さらに、これらの反射光を測定部の光軸に設けられた観察光学系で撮像する
ことで角膜輝点像と２つの前眼照明光源輝点像とを得ることが特許文献１に開示されてい
る。特許文献１では得られた角膜輝点像と２つの前眼照明光源輝点像と用いてアライメン
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トを行う旨が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－０７０２２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、角膜輝点を使って被検眼角膜と測定部との距離を予め定められた作動距離と一
致させるようにアライメントを行った場合であってもスリット像（散乱像）を参照すると
被検眼角膜と測定部との距離を予め定められた作動距離とが一致していない場合がある。
これは被検者の角膜曲率半径によって角膜輝点像の受光手段における受光位置が異なるこ
とに起因する。すなわち、角膜曲率半径によっては、角膜輝点を使ってアライメントを行
うだけでは被検眼角膜と測定部との距離を予め定められた作動距離とが一致しない場合が
ある。
【０００６】
　本発明は、以上の状況に鑑みて為されたものであり、角膜曲率半径によらず角膜厚の測
定向けのアライメントを正確に行うことを可能とする眼科装置を提供することを目的とし
ている。
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための形態に示す各構成により導か
れる作用効果であって、従来の技術によっては得られない作用効果を奏することも本件の
他の目的の１つとして位置付けることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る眼科装置は、
被検眼を測定する測定部と、
　近赤外光が照射された前記被検眼からの戻り光に基づいて輝点像を取得する輝点像取得
手段と、
　スリット光が照射された前記被検眼からの戻り光に基づいて角膜のスリット像を取得す
るスリット像取得手段と、
　前記輝点像及び前記スリット像を用いて前記被検眼に対する前記測定部の位置を調整す
る調整手段と、
を備えたことを特徴とする。
　また、本発明に係る眼科装置は、不可視の波長を有する不可視光を発する第一のアライ
メント光源と、
　前記不可視光を被検眼角膜に照射することで得られる輝点像を撮像する第一の撮像手段
と、
　可視の波長を有する可視光を発する第二のアライメント光源と、
　前記可視光を被検眼に照射することで得られる散乱像を撮像する第二の撮像手段と、か
らなる測定部を備えた眼科装置であって、 
　前記輝点像の前記第一の撮像手段における第一の撮像座標位置を検出し、前記第一の撮
像座標位置が予め定められた輝点像座標位置になるように、前記被検眼に対する前記測定
部の位置をアライメントする第一の制御手段と、
　前記散乱像の前記第二の撮像手段における第二の撮像座標位置を検出し、前記第二の撮
像座標位置と所定の散乱像座標位置とのずれから光軸方向のアライメントずれ量を算出し
、前記アライメントずれ量をなくすために前記輝点像のずらし量を算出する算出手段と、
　前記輝点像のずらし量に基づいて前記予め定められた輝点像座標位置を変更し、前記第
一の撮像座標位置が前記変更された輝点像座標位置と一致するように前記被検眼に対する
　前記測定部の位置をアライメントする第二の制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明によれば、被験者の角膜曲率半径によらず角膜厚の測定向けのアライメントを正
確に行うことができる。また、アライメントを正確に行うことができるため被験者の角膜
曲率半径によらずに角膜厚の測定を正確に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る測定部を模式的に示した説明図である。
【図２】図１に示す実施形態におけるスリット板の説明図である。
【図３】図1に示す実施形態において、撮像素子28で撮像された画像の説明図である。
【図４】アライメント輝点の説明図である。
【図５】撮像素子50によるスリットによる角膜散乱像を説明した説明図である。
【図６】第一、第二のアライメント方法における光軸方向の距離がＷＤよりも非常に大き
い場合でのアライメント用の画像を説明した説明図である。
【図７】第一、第二のアライメント方法における光軸方向の距離がＷＤよりも大きい場合
でのアライメント用画像を説明した説明図である。
【図８】第一、第二のアライメント方法における光軸方向の距離がＷＤに一致した場合で
のアライメント用画像を説明した説明図である。
【図９】アライメントを実行する際のフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に、本発明の実施の形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図1は本発明の一実施形態に係る眼科装置の測定部の光学系の構成図を示している。本
実施例において、該測定部は眼圧に例示される被検眼の状態を知るための種々のデータ、
或いはパラメータを測定する、被検眼を測定するユニットにあたる。該測定部においては
、被検眼Ｅの角膜Ｅｃに対向して、平行平面ガラス２０と対物レンズ２１の中心軸上にノ
ズル２２が配置され、その後方に空気室２３、観察窓２４、ダイクロイックミラー２５、
プリズム絞り２６、結像レンズ２７、撮像素子２８が順次に配列されている。これらは被
検眼Ｅに対する観察光学系の受光用光路及びアライメント検出用光路となっている。
【００１２】
　平行平面ガラス２０および対物レンズ２１は対物鏡筒２９によって支持され、その外側
には被検眼Ｅを照明する外眼照明光源３０ａ、３０ｂが配置されている。
【００１３】
　尚、説明の都合で外眼照明光源３０ａ、３０ｂは図面上下に記述しているが実際には図
と垂直方向に光軸に対して対向して配置されている。
【００１４】
　ダイクロイックミラー２５の反射方向には、リレーレンズ３１、ハーフミラー３２、近
赤外波長を透過し且つ可視光波長を反射する特性をもつダイクロイックミラー４４、アパ
ーチャ３３、および受光素子３４が配置されている。なお、アパーチャ３３の位置は、角
膜Ｅｃの所定変形時に後述する測定光源３７の角膜反射像が共役になる位置に配置され、
受光素子３４と共に角膜Ｅｃが視軸方向に変形するときの変形検出受光光学系とされてい
る。
【００１５】
　リレーレンズ３１は、角膜Ｅｃが所定変形時にアパーチャ３３とほぼ同等の大きさの角
膜反射像を結像するように設計されている。
【００１６】
　ハーフミラー３２の入射方向には、ハーフミラー３５、投影レンズ３６、測定及び被検
眼Ｅに対するアライメント兼用の不可視波長である近赤外ＬＥＤから成る測定用光源３７
が配置され、ハーフミラー３５の入射方向には、被検者が固視するＬＥＤから成る固視用
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光源３８が配置されている。当該測定用光源３７は、本発明における不可視の波長を有す
る不可視光を発する第一のアライメント光源を構成する。また本実施形態に示すように、
本発明における当該測定用光源３７は、眼圧測定用の眼圧測定光源として併用されること
が好ましい。
【００１７】
　ダイクロイックミラー４４の入射方向には投影レンズ４５、スリット板４６、角膜厚を
測定するための可視光光源４７が配置されている。
【００１８】
　可視光光源４７はスリット板４６を照明し、スリット板４６は投影レンズ４５、リレー
レンズ３１によってノズル２２内を通って角膜Ｅｃ上に結像する。スリット板４６は図２
に示すように紙面と垂直方向に長い、矩形絞りになっている。該可視光光源４７は、本発
明における、可視の波長を有する可視光を発する第二のアライメント光源を構成する。本
実施形態に示すように、本発明における当該可視光光源４７は、角膜厚測定用の角膜厚測
定光源として併用されることが好ましい。
【００１９】
　被検眼Ｅの斜下方向には、可視波長である例えば500nm前後の波長である可視光光源４
７による角膜散乱像波長域の光を透過するフィルタ４８、結像レンズ４９、撮像素子５０
が配置され、角膜厚測定光学系を構成しており、観察光学系光軸と角膜厚測定光学系光軸
は被検眼角膜Ｅｃの角膜頂点で交差している。また、スリット板４６、角膜Ｅｃ、および
撮像素子５０が共役の関係になっている。
【００２０】
　空気室２３内にはその一部を構成するシリンダ３９にピストン４０が嵌合され、このピ
ストン４０はソレノイド４２によって駆動されるようになっている。なお、空気室２３内
には、内圧をモニタするための圧力センサ４３が配置されている。
また、制御部４１が設けられ装置全体、特に図１に示される測定部の個々の要素を制御し
ている。
【００２１】
　固視用光源３８を点灯して、被検眼Ｅにこの光源３８を固視させた状態で測定開始スイ
ッチ６を押す。測定に際しては、位置合わせが完了すると、可視光光源４７を点灯し、角
膜Ｅｃにスリット光を照射する。角膜Ｅｃによって散乱されたスリット光から得られる散
乱像（スリット像）を撮像素子５０によって撮像し、この撮像された散乱像に基づいて角
膜厚測定が行われる。ここで、該撮像素子５０は、本発明においてスリット像取得手段と
して機能する。該撮像素子５０によって撮像された角膜散乱像Sを図５に示す。　
　角膜厚測定が終了すると引き続いて眼圧測定が行われる。
【００２２】
　アライメント動作について被検眼角膜の曲率半径が、測定部が設計値として用いた角膜
曲率半径より小さい場合について図9のフローチャートに従って説明する。
【００２３】
　検者は予め被検者のID（識別子）を入力する(Step1)。
　そして測定スイッチ６が検者に押される(Step2)と制御部41は以下の制御を行う。
　測定開始スイッチ６が押されると、第一のアライメント光源である測定用光源３７が点
灯される(Step3)。
【００２４】
　測定用光源３７からの光束は、投影レンズ３６によって平行光になり、ハーフミラー３
２で反射し、リレーレンズ３１によりノズル２２内に一旦結像され、被検眼Ｅの角膜Ｅｃ
を照射される。
【００２５】
　すなわち、図９のフローチャートのStep3は、不可視波長である近赤外波長の測定用光
を発する測定用光源３７を点灯させて、以降この測定用光源３７が発した不可視光から得
られる輝点像を用いてアライメントを行う。
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【００２６】
　詳述すると、図３に示すように、アライメント時には、角膜Ｅｃによって結像した角膜
輝点はプリズム絞り２６によって分割され、外眼照明光源３０ａ、３０ｂによって照明さ
れた被検眼Ｅと、外眼照明光源３０ａ、３０ｂの輝点像３０ａ’、３０ｂ’とともに、撮
像素子２８で指標像Ｔ１、Ｔ２として撮像される。撮像素子２８は、本発明における、不
可視光である近赤外光を被検眼角膜に照射して得られる被検眼からの戻り光より、或いは
該戻り光に基づいて得られる輝点像を撮像する第一の撮像手段、若しくは輝点像取得手段
を構成する。
【００２７】
　アライメントの操作は、撮像素子２８で撮像されたこれら指標像Ｔ１、Ｔ２を用いて実
行される。例えばアライメントの操作が行われていない段階では、図３に示すようにノズ
ル中心軸の方向での所謂作動距離（ＷＤ）、およびノズル中心軸（撮影光軸）の座標と角
膜中心の座標、がともにずれている。
【００２８】
　制御部４１は、アライメントに際して、2つの指標像の座標Ｔ１ (x1, y1)、Ｔ２(x2, y
2)と中心座標Ｔ(xt,yt)を算出する。
【００２９】
　ここで、指標像Ｔ１およびＴ２を用いたアライメント操作について図４を用いて説明す
る。尚、図４では角膜中心をx座標とy座標の交点Ｃ(x0,y0)で示している。
【００３０】
　ノズルの中心軸と角膜中心が上下方向にずれていると図４（ａ）のようにy1とy2は一致
し、角膜中心Ｃ(x0,y0)に対してx0とxtは一致するが、y方向y0、ytは異なるので図示しな
い駆動手段によって上下方向に測定部を動かして同じ座標になるように制御する。
【００３１】
　同様に左右方向にずれている場合には図４（ｂ）のようにy1,y2は一致し、今度はx0とx
tが異なるので左右方向に測定部を動かして同じ座標になるように制御する。以上の操作
は制御部４１において、輝点像（指標像）の撮像素子２８上での座標である第一の撮像座
標位置を検出し、第一の撮像座標位置が予め定められた輝点像座標位置（角膜中心が正し
い位置にある場合の指標像の位置）になるように、被検眼に対する測定部の位置を調整す
る第一の制御手段として機能するモジュールにおいて実行される。
【００３２】
　また、ノズル中心軸方向において、角膜中心が作動距離方向にずれていると図４（ｃ）
のように重心位置は角膜中心に一致しているが、x1とx2、y1とy2ともに異なっているので
ノズル中心軸方向に測定部を動かしてy座標におけるy1とy2を一致させるように制御する
。
【００３３】
　制御部４１はまず、第一の制御手段によって、x、y方向（測定光軸に垂直な平面内）の
角膜中心の位置合わせを行う(Step4)。その時の輝点像は図６（ｂ）に示すように光軸を
中心に点対称の位置にある。被検眼と測定部との間隔は図６（ａ）にあるように設計され
た所定の作動距離(WD)より離れた状態にある。図６（ｃ）は角膜散乱像を受光する角膜厚
測定光学系に配置された撮像素子によって撮像された画像を示したものであり、中心の十
字はアライメントが完了したときにスリット像がある位置である。
【００３４】
　同図に示した像が得られた状態では、z方向（測定部の光軸方向）での角膜中心までの
距離が大きく離れているため、仮にスリット光が発光されたとすると十字とスリット像と
の位置ずれ（Δz）は大きい位置になる（実際にはこの工程ではスリット光は発光されて
いない）。
【００３５】
　次に制御部４１はフローチャートをStep6に移行する。測定部を被検眼に近づけ、2つの
輝点像のy座標を合わせる。この状態を図７（ｂ）に示した。
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【００３６】
　第一のアライメントが完了すると図４（ｄ）のように二つの指標像が角膜中心から等間
隔の位置でかつx軸上に並び、中心座標Ｔ (xt,yt)と角膜中心Ｃ(x0,y0)とが一致する。
【００３７】
　但し、被検眼の角膜曲率半径が、装置が想定している角膜曲率半径と一致していないた
め、図７（ａ）に示すように被検眼と測定部の距離は所定の作動距離になっていない。
【００３８】
　制御部４１はフローチャートのStep7で、可視光光源４７に対して可視光であるスリッ
ト光を一回発光させる。角膜厚測定受光系の撮像素子には図７（ｃ）に示すようなスリッ
ト像が投影され、その撮像位置は十字位置と一致していないところで撮像される。なお、
この十字位置は例えば撮像素子５０の中心位置である。また、十字位置は、角膜曲率半径
が想定した角膜曲率半径であり、被検眼と測定部との距離が作動距離と等しくなった場合
に、スリット像が結像される位置である。ここで、被検眼と測定部との距離が作動距離と
等しくなるにつれて鮮明なスリット像を得ることができるため、被検眼と測定部との距離
が作動距離と等しくない場合にはスリット像が不鮮明となっており正確に角膜厚を求める
ことは難しい。従って被検眼と測定部との距離を作動距離と等しくする必要がある。なお
、「等しい」とは完全に等しい状態および略等しい状態を含む概念である。
【００３９】
　制御部４１はこの時の十字位置からのスリット位置のずれΔzを算出する(Step8)。この
Δzと、スリット位置が十字位置と一致するために測定部をどちらの方向にどれだけ移動
させるかを示す近赤外の輝点像のずらし量ΔD(=y1－y2)との関係が、第一の記憶手段５１
にテーブルとして記憶されている。従って、算出されたΔzに基づいて、該テーブルを参
照してずらし量ΔDを決定する(Step9)。以上のΔzの算出からΔDの決定は、制御部４１に
おいて、撮像素子５０上で得られたスリット像の座標位置（第二の撮像座標位置）を検出
し、この座標位置と所定の散乱像座標位置である十字の位置とのずれから光軸方向のアラ
イメントずれ量（ずらし量ΔD）を算出し、さらにアライメントずれ量をなくすためによ
うに、テーブルに基づいて輝点像のずらし量を算出する算出手段として機能するモジュー
ルにおいて実行される。以上の工程によれば、輝点像を用いた測定部と被検眼との位置調
整を行った後に角膜のスリット像を用いた該位置調整が為される。これら被検眼に対する
測定部のアライメントである位置の調整は、制御部４１において調整手段として機能する
モジュール領域によって実行される。なお、光軸方向のアライメントずれ量は、被検眼角
膜曲率半径が想定している角膜曲率半径と異なることから生じることであるので、そのず
れ量から被検者角膜曲率半径を算出することができる。例えば、該制御手段４１は、光軸
方向のアライメントずれ量ΔDに基づいて被検者の角膜曲率半径を算出することとしても
良い。
　また、y1<y2となる場合には、図８（ｂ）に示す像となり、ΔDはΔD＜0となる。
【００４０】
　制御部４１は第二の記憶手段５２に対して、被検者のIDに関連付けて得られたΔDを記
憶させる(Step10)。
　そして、得られたΔDに応じて測定部をz方向へ動かし(Step11)、アライメント動作を完
了させる。以上の、輝点像のずらし量に基づいて予め定められた輝点像座標位置を変更し
、更に第一の撮像座標位置が変更された後の輝点像座標位置と一致するように被検眼に対
する測定部の位置をアライメントする操作は、本発明において制御部４１の第二の制御手
段として機能するモジュールにおいて実行される。
【００４１】
　以降、近赤外光であるアライメント輝点によるz方向の位置合わせは輝点の重心位置をx
0,y0に合わせた上で、y座標をy1とy2を一致するのではなく、ΔDだけy座標をずらした位
置に合わせることになる。
　アライメント動作が完了するとスリット光を発光して角膜厚測定を行う(Step12)。
【００４２】
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　測定が終わるとアライメント輝点を検出し、輝点がずれている場合には輝点の座標の重
心位置をx0,y0に一致させ、y座標の座標がΔDになるようにアライメントを行った上で2回
目の角膜厚測定を行う(Step11～13)。Step11～13の操作を所定回数行い、角膜厚測定を終
了する(Step14)。
　なお、被検眼の角膜曲率半径が大きい場合にはΔD>0となる。
【００４３】
　装置が想定している角膜曲率半径と一致していれば、近赤外光のアライメント輝点での
位置合わせ(Step4,6)を図７（ｂ）になるように行うと、被検眼と測定部との距離はd=WD
となり作動距離と一致し、得られる像は図８（ａ）のようになる。Step7で可視光のスリ
ット光を照射し、ΔZを算出する(Step8)と角膜厚測定光学系の撮像素子で撮像されるスリ
ットは十字とは図8(c)のように一致しているのでΔZ=0となる。この時、記憶手段に記憶
されているΔDはΔD=0となるので以降再アライメントする際には2つの輝点の重心がx0,y0
と一致し、且つy1=y2となるように制御される。
【００４４】
　また、Step5にあるように、すでに被検者がIDに関連付けてΔDが記録されているかを判
断するStepを加えることで、記録されている被検者を測定するときにはアライメントを行
うのに可視光であるスリット光を照射する必要がなくなる。この場合、ＩＤに関連付けら
れたΔDを用いることによって、アライメントの操作を行うことが出来る。
　以上の操作によって角膜厚測定が終了すると、眼圧測定を行う。
【００４５】
　制御部４１はソレノイド４２を駆動し、空気室２３内の空気はソレノイド４２により押
し上げられるピストン４０によって圧縮され、パルス状の空気としてノズル２２から被検
眼Ｅの角膜Ｅｃに向けて噴出する。測定光源37からノズル内を通して投影された光束は角
膜反射光束が上述したように受光素子34に逐次モニタされている。
【００４６】
　空気室２３の圧力センサ４３で検出された圧力信号と受光素子３４からの受光信号は制
御部４１に出力され、制御部４１は受光信号のピーク値とその時の圧力信号から眼圧値を
算出する。
【００４７】
　本発明によれば、角膜輝点像によってアライメントを行うため構造が複雑にならない。
　また、第二のアライメント光源による散乱像を用いて光軸方向の精密なアライメントを
行うため、被検眼と測定部との作動距離を被検者の角膜曲率半径によらず一定にできるの
で測定が正確に行うことができる。更に、被検者の角膜曲率半径によってアライメント合
せの輝点位置を変更するので、アライメント時に被検者に照射する可視光は1回で済むた
め被検者への負担が少なくてすむ。
【００４８】
　更に、本発明によれば、第一のアライメント光源は眼圧測定用光源と兼用することによ
り、新たな光源は不要である。また、精度よく眼圧測定が可能になる。
　また、第二のアライメント光源は角膜厚測定用光源と兼用することにより、新たな光源
は不要である。また、精度よく角膜厚測定が可能になる。
【００４９】
　また、光軸方向のアライメントずれ量と前記変更する座標位置とをテーブルでもつこと
により、演算処理時間を短縮することが出来、アライメント時間を短縮できる。
　また、変更された座標位置を被検者のIDに関連付けて記憶する第二の記憶手段をもつこ
とにより、同じIDの被検者が2度目の測定を行うときに、変更する角膜輝点像座標位置が
既知であるので可視光のアライメント光を照射する必要がない。
　また、光軸方向のアライメントずれ量は、被検眼角膜曲率半径が想定している角膜曲率
半径と異なることから生じることであるので、そのずれ量から被検者角膜曲率半径を算出
することができる。従って、本発明に係る眼科装置は精密なアライメントができるだけで
なく、角膜曲率半径の測定器を兼用することが可能になる。
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【００５０】
（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
　なお、開示の技術は上述した実施形態に限定されるものではなく、本実施形態の趣旨を
逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【符号の説明】
【００５１】
Ｅ：被検眼、　２６：プリズム絞り、　２８：撮像素子、　３７：測定光源、　４１：制
御部、　４６：スリット板、　４７：可視光光源、　５０：撮像手段、　５１：第一の記
憶手段、　５２：第二の記憶手段
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